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◆ 集団給食施設の設置者又は管理者の方へ 

食品衛生法改正の要点 

１ 新しい衛生管理「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」の義務付け 

  令和３年６月１日から義務付けられます。 

  既に「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月 24 日付け衛食第 85 号別

添）」に従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は生じません。 

  これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模等の集団給

食施設においては、厚生労働省の確認した小規模な一般飲食店向けや旅館・ホテル向け

手引書等を参考にして衛生管理を実施することも可能です。 

 ＨＡＣＣＰの義務化、業種別手引書のダウンロード先については、付録のカラー刷り

チラシ「食品衛生法が大きく変わります」をご覧ください。 

 

２ 新しい「営業届出」制度開始（食品衛生責任者設置の義務付け） 

  集団給食施設（調理業務委託なし）の設置者又は管理者は、食品衛生責任者を定め、

新しく「営業届出」が必要（注）となります。 

ただし、１回の提供食数が２０食程度未満の集団給食施設（調理業務委託なし）は、

届出不要です。 

 

 

  令和３年１１月末までに、原則、インターネットで届出（無料）（注）してください。 

届出方法については、付録のチラシ「新しい『営業届出』の手続方法」をご覧ください。 

注）インターネットが利用できない方は、窓口での受付となります。 

   食品衛生責任者になるには、一定の資格・要件を満たす必要があります。 

注）改正前の旧制度により、現在までに保健所に給食開始報告書の届出をしている施設についても、新制度による営業

届出は必要です。 
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責任者の資格・要件及び養成講習会の案内については、付録のチラシ「新しい『営業

届出』の手続方法」をご覧ください。 

  集団給食施設の設置者又は管理者が、調理業務を外部事業者に委託した場合、受託事

業者は令和３年６月１日までに飲食店営業の許可を受ける必要があります。 

 該当する集団給食施設は速やかに受託事業者に連絡し、受託事業者は保健所 保健衛

生課で営業許可申請手続を行ってください。 

 

３ 少数特定の者を対象とする給食施設について 

  １回の提供食数が２０食程度未満の集団給食施設（調理業務委託なし）は、ＨＡＣＣ

Ｐに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません。 

  上記の業種別手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について（平成９

年６月30 日付け衛食第 201 号）」等を参考に、自主的な衛生管理に努めてください。 

 

４ 関連通知 

  食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて（情

報提供）（令和２年８月５日付け厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課事務連絡） 

  ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の本格施行について（令和３年５月３１日付け薬生食監

発０５３１第３号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知） 

  営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の施行について（令和３年５月31 日

付け薬生食監発０５３１第５号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知） 

 

上記の通知は、市ホームページ「令和3 年度奈良市特定給食施設等研修会の書面開催につ

いて」にリンクを掲載していますので、ご覧ください。 
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加熱温度確認表 いつ測るか ※ リスクのあるメニューを中心に確認することを推奨します 

① 新しくメニューを考えたとき（すでにあるメニューにハサップを導入しようとするときも同じ） 

② メニューの作り方や原材料の大きさなどを変更したとき 

加熱温度の目安 

通常の食品  中心温度７５℃以上１分間以上 

二枚貝など  中心温度８５～９０℃以上９０秒間以上 

測定日 メニュー 加熱 加熱 測定時刻 チェック方法 

食材名 開始時刻 終了時刻 中心温度 調理条件 調理後の状態 

（例） 

チキンロースト 

 
18:20 18:31 

18:30 18:31 18:32 
オーブン１８０℃ 

１０分間以上焼く 

指で押して弾力があ

り、竹串で刺すと透

明な肉汁が出る ２５ｇ程度の 

カット肉 
79℃ 84℃ 81℃ 
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冷却温度確認表 いつ測るか ※ 大量に調理する場合に確認することを推奨します 

① 新しくメニューを考えたとき（すでにあるメニューにハサップを導入しようとするときも同じ） 

② メニューの作り方や原材料の大きさなどを変更したとき 

冷却温度の目安 

冷却温度には、２つの参考となる目安があります。 

① ２時間以内に２１℃以下に、さらに４時間以内に５℃以下に冷却する（米国ＦＤＡ） 

② ３０分以内に２０℃付近、又は、１時間以内に１０℃付近に冷却する（大量調理マニュアル） 

測定日 メニュー 冷却 冷却 測定時刻 チェック方法 

食材名 開始時刻 終了時刻 中心温度 調理条件 

（例） 

出汁 

7:30 10:20 

7:30 8:00 10:20 出汁３．５升 

流水で３０分冷却 

後、氷水で２時間３０分冷却  93℃ 20℃ 5℃ 
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令和３年６月１日から

食品衛生法が大きく変わります

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）義務化

新しい衛生管理『ＨＡＣＣＰ（ハサップ）』の義務付け
●安全な食品をつくるために、国際標準の衛生管理が義務付けられます

営業許可業種の見直し
●新しい許可業種の設定、一部の業種で許可が要らなくなるものや取扱範囲の拡大があります

新しい『営業届出』制度スタート（食品衛生責任者の設置の義務付け）
●許可の対象となっていない営業でも、食品衛生責任者を定め、営業の届出が必要となります

自主回収（リコール）報告制度スタート
●食品等の自主回収に着手した場合、回収状況の届出が必要となります

オンライン手続スタート（許可申請・営業届出・自主回収報告）　
●奈良市ホームページ『食品衛生申請等システム』から手続ができるようになります

すべての食品等事業者さまへ

■1令和３年６月１日から原則、全ての営業者を対象とします
■2衛生管理の取り組み方（計画と記録）を義務付けます
　　自分で衛生管理の計画をつくり、実施、記録をつけ、保存し、必要に応じて見直します
　　営業の規模、業種に応じた２つの取り組み方の基準（下表）があります
　　保健所の立入等により、衛生管理の計画と記録を確認します
■3許可の要不要にかかわらず、原則、食品衛生責任者の設置が必要となります

ポイント

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理
（国際標準の基準）

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
（取り組みやすくした基準）

大規模事業者
と畜場
大規模食鳥処理場

小規模な営業者等
●食品取扱者５０人未満の製造所、加工所等
　注）事務職員等の食品に直接触れない従事者は人数の算定対象に含まれません
●製造所、加工所に併設又は隣接した店舗での小売を主とする営業
　例）菓子、豆腐、食肉、魚介類等の製造・加工小売等
●飲食店、喫茶店等の食品を調理する営業
　例）パン製造（消費期限５日程度のもの）、そうざい製造、
　　　集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む
●容器包装に入った食品のみを貯蔵、運搬、販売する営業
●食品を分割して容器包装に入れ又は包み販売する営業
　例）八百屋、米屋、コーヒー量り売り等
●認定小規模食鳥処理場

HACCP７原則に基づき、原材
料や作り方に応じて自ら危害要
因を分析し、計画をつくる

厚生労働省の確認した業種別手引書のひな形を利
用し計画をつくる

対  象 対  象

手引書ダウンロード
検　索 厚生労働省  ＨＡＣＣＰ  手引書

● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ●



法改正にともなう業種別の手続や義務の一覧
対象業種 いつ、どのように手続をするか 食品衛生責任者 ＨＡＣＣＰ（ハサップ）

改正後の営業許可業種　３２業種
調理業(飲食店等)、製造業(菓子、そうざい
等)、加工をともなう販売業(食肉、魚介類)等
・新たに許可対象となる業種
漬物製造業、食品の小分け業等
・改正後は許可が要らなくなる業種　
食肉、魚介類販売業の一部(包装済みのものを
仕入、そのまま販売するもの)、乳類、氷雪販売業等
※営業届出の対象へ移行しますが、令和３年６月１日より前
　に営業許可を受けている方は、改正後の手続は不要です

・食品等の輸入業　・食品等の貯蔵又は運搬のみをする営業（ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は届出対象）
・容器包装に入れられ、又は包まれた食品等のうち常温保存可能なものの販売業
・合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
・器具又は容器包装の輸入又は販売業
・集団給食施設(調理業務委託なし)(１回の提供食数が20食程度未満のもの)

農家（生産者）、漁業者等が行う採取業
・農家(生産者)が行う未加工の青果物の販売(生産者団体への出荷、直売所、ネット通販等)
・農産物の簡易な加工
　例）精米・精麦(ただし、業として(他人が生産した玄米を請け負うなど)行う場合は届出対象）
・更なる加工のため、製造･加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工(工程中で添加物を使用しないもの)
　例）蜂蜜の採取、荒茶の生産(ただし、製品として自ら販売する場合は届出対象）
※詳しくは、奈良市ホームページ｢食品衛生法改正について」（採取業の範囲)をご覧ください

許可
を要する
業種

届出
を要する
業種

届出不要
業種①

届出不要
業種②

※食品衛生法上の営業
に当たらない業種（届
出・責任者・HACCP
対象外）

設置義務あり
※特定の業種では、食品衛生
管理者の設置が必要（この
場合、責任者と兼務可能）

実施義務あり
※令和3年6月1日より前に
営業許可を受けている方
についても、許可の有効
期限に関係なく、令和３年
６月１日から義務化

許可対象となっていない原則、全ての販
売業、製造・加工業等
例）食料・飲料販売業(八百屋、米屋等)、許可対象

外の製造・加工業(コーヒー豆、製茶等)、集団
給食施設(調理業務委託なし)等

※旧制度の営業（給食開始）報告書の届出をしている施設
も、新制度による営業届出は必要となります

※インターネットが利用できない方は、保健所まで
ご相談ください

設置義務あり
※合成樹脂の器具又は容器包
装の製造業は届出の対象で
すが、責任者の設置は不要

実施義務あり

設置義務なし 原則、計画不要
※器具又は容器包装の製造
業は、別の規定により製造
管理の実施義務あり
　（令和２年６月１日施行）

検　索 奈良市  食品  システム

食品衛生責任者の資格・要件

検　索 奈良市  食品衛生責任者

関連情報 ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）

食品衛生申請
等システム

法改正全般
許可・届出

新たに許可対象となる業種を令和３年６月１日より
前にすでに営んでいる方
新たに許可対象となる業種を令和３年６月１日より
前にすでに営んでいる方
　い  つ 令和３年６月１日から令和６年５月末までに
どのように 新規の許可申請

左記の業種を令和３年６月１日より前にすでに
営んでいる方
左記の業種を令和３年６月１日より前にすでに
営んでいる方
　い  つ 令和３年２月１５日（予定）から令和３年１１月末までに
どのように 奈良市ホームページ「食品衛生申請等システム」
 からインターネットで届出（無料）してください
 スマートフォンでも令和３年４月（予定）から届出可能です

令和３年６月１日より前に営業許可を受けている方令和３年６月１日より前に営業許可を受けている方
　い  つ 次回の許可継続手続のとき
どのように 有効期限満了の前に別途ご案内します
※営業許可は許可証の期限まで有効ですが、取り扱える食品等は
　改正前の許可の範囲内となります

●食品衛生管理者等の資格要件を満たす方
●調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格をお持ちの方
●食品衛生責任者養成講習会を受講した方

かけ間違いにご注意ください

※責任者の資格・要件、講習会の受講に関する
　お問合せ

問い合わせ
奈良市保健所保健衛生課
TEL 0742 （93） 8395



① 窓口での受付となりますが、混雑のおそれがありますので、事前に保健所 保健衛生課にご
連絡下さい

② 届出のあった情報については、厚生労働省が整備した「食品衛生申請等システム」に保健所
が登録します。

③ 今後、オンライン手続を希望するときは、保健所にご相談ください。

届出の対象者

令和３年６月１日から、許可の対象となっていない営業でも、
原則、食品衛生責任者を定め、営業内容の届出が必要となります

許可対象となっていない原則、全ての販売業、製造・加工業等（集団
給食施設（調理業務委託なし）を含む）

注）改正前の旧制度により、現在までに保健所に営業（給食開始）報告書の届出をしている施設について
も、新制度による『営業届出』は必要となります

届出の方法

奈良市ホームページ「食品衛生申請等システム」から入力

原則、パソコン（インターネット）等で届出（無料）（注）
をして下さい

（ただし、届出不要業種を除く）

◯届出不要業種（以下の業種は届出不要です）

公衆衛生に与え
る影響が少ない
営業等

食品等の輸入業
食品等の貯蔵又は運搬のみをする営業（ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は届出対象）
容器包装に入れられ、又は包まれた食品等のうち常温保存可能なものの販売業
合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
器具又は容器包装の輸入又は販売業
集団給食施設（調理業務委託なし）（１回の提供食数が２０食程度未満のもの）

農家（生産者）、
漁業者等が行う
採取業

採取業の範囲は、奈良市ホームページ「食品衛生法改正について」
（採取業の範囲）をご覧ください

（参考）
営業許可業種
※ 許可が必要です

調理業（飲食店等）、製造業（菓子、アイスクリーム類、乳製品、清涼飲料水、食
肉製品、水産製品、氷雪、液卵、食用油脂、みそ又はしょうゆ、酒類、豆腐、納豆、
麺類、そうざい、冷凍食品、漬物、密封包装食品（※）、添加物等）、加工をとも
なう販売業（食肉、魚介類）、処理業（乳、食肉）、食品の小分け業等
※ 密封包装食品（レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰等の容器包装に密封された食品）であって、常温
で保存可能なものを製造する営業のこと（ただし、食酢、はちみつを除く）

注）受付体制の関係により、届出内容を確認した旨の通知が遅くなることがあります

検索 奈良市 食品 システム

検索 奈良市 食品衛生法改正

システムに入る
にはコチラから

いつ

どのように

営業を始める前に

インターネットが利用できない方へ



奈良市保健所 保健衛生課 TEL 0742-93-8395 かけ間違いにご注意下さい

届出の内容

１ 届出者の氏名、生年月日及び住所等

２ 施設の所在地（注）及び屋号等

３ 営業の形態及び主として取り扱う食品等に関する情報

４ 食品衛生責任者の情報（合成樹脂の器具・容器包装の製造業を除く）

営業届出の届出後、内容に変更があったとき、廃業したときは、新たに、変更、廃止の届出をして下さい
※オンラインで届出した場合、変更、廃止の手続もオンラインでできます

法人の場合、法人番号（お間違いのないようにお願いします）、法人名、代表者氏名及び法人所在地等

区分 業種

旧許可業種で
あった営業

①
魚介類販売業（包装済みの
魚介類のみの販売）

②
食肉販売業（包装済みの食
肉のみの販売）

③ 乳類販売業

④ 氷雪販売業 ⑤
コップ式自動販売機（自動
洗浄・屋内設置）

販売業

⑥ 弁当販売業 ⑦ 野菜果物販売業 ⑧ 米穀類販売業

➈
通信販売・訪問販売による
販売業

➉ コンビニエンスストア ⑪ 百貨店、総合スーパー

⑫
自動販売機による販売業
（⑤及び許可対象となる自動
販売機を除く）

⑬ その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

⑭
添加物製造・加工業
（法定規格のある添加物の製
造（許可対象）を除く）

⑮
いわゆる健康食品の製造・
加工業

⑯
コーヒー製造・加工業
（飲料の製造（許可対
象）を除く）

⑰
農産保存食料品製造・加工
業

⑱ 調味料製造・加工業 ⑲ 糖類製造・加工業

⑳ 精穀・製粉業 ㉑ 製茶業 ㉒ 海藻製造・加工業

㉓ 卵選別包装業 ㉔
その他の食料品製造・加工
業

上記以外の
もの

㉕ 行商 ㉖ 集団給食施設 ㉗
合成樹脂の器具又は容器
包装の製造・加工業

㉘
露店、仮設店舗等の飲食の
提供のうち、営業とみなさ
れないもの（任意届出）

㉙ その他

下記の業種から、該当するものを選択

※ 製造・加工業は許可を要する場合があるので、事前に保健所 保健衛生課にご相談下さい

講習会受講前の場合、受講予定者の氏名のみを記載し、届出をしても構いませんが、
受講後に、変更の届出（設置した責任者の情報の追加）をして下さい

食品衛生責任者の資格・要件
（次のいずれかに該当する方が責任者になることができます）

1 食品衛生管理者等の資格要件を満たす方

2 調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格をお持ちの方

3 食品衛生責任者養成講習会を受講した方

検索 奈良市 食品衛生責任者

県内の講習会の開催予定・申
し込みは、奈良県食品衛生協
会ホームページ（講習案内）
をご覧ください

食品衛生責任者の氏名、資格、受講した講習会（協会名等）、受講年月日

責任者の情報
はコチラから

注）自動車営業の場合、当該自動車の自動車登録番号

※事前の申し込みが必要です



奈良市保健所 保健衛生課 ☎ 0742-93-8395 ※かけ間違いにご注意ください
問い合わせ先

漬物製造業
漬物を製造する営業
漬物と併せて漬物を主原料とする食品（（例）高菜漬を使用した高菜漬炒め等）を製造する営業

食品の小分け業

菓子製造業、乳製品製造業（固形物の製造に係る営業に限る）、食肉製品製造業、水産製品製造
業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざ
い製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業にお
いて製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業（注1 , 2）

注1）調理や小売販売における小分けは、食品の小分け業の対象ではありません。
注2）乳、乳製品（固形物を除く）、清涼飲料水、液卵、酒、添加物（法定規格のあるもの）に

ついては、小分けでも製造業の許可が必要となります。

そうざい半製品
を製造する営業

そうざい製造業の許可が必要となります。
そうざい半製品とは、例えば、衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコ
ロッケ等のように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要なものをいいます。

奈良市 食品衛生法改正 検索

主な変更点

奈良市 食品衛生 検索

「食品衛生法改正について」 「食品衛生に関する手続きや食中毒に関する情報のまとめ
ページ」

令和３年６月１日から、食品衛生法改正により、許可業種を現行３４業種から３２業種に再編すると
ともに、許可の対象とならない業種についても届出が必要となります。（業種の新旧対応表は裏面）

１．新たに許可が必要となる業種

（例）

２．許可が要らなくなる業種（法改正後は許可業種から届出業種に変更となるもの）

（例）乳類販売業
氷雪販売業
食肉販売業及び魚介類販売業のうち容器包装に入ったもののみを販売する営業

１．法改正前（令和３年６月１日より前）に許可を受けている方

（１）（法改正前に受けている許可が）法改正後も許可の対象業種である場合

（２）法改正後は許可が要らなくなる業種の場合

いつ

どのように

次回の許可継続手続（有効期限満了にともなう許可申請）のとき

• 法改正前に受けた許可の有効期限までは、（法改正後に）新しく許可を取り直さなくても、これまでの
とおり営業ができます。ただし、法改正後に受けた許可ではないため、令和３年６月１日以降も、一つ
の許可業種で取り扱える食品の範囲は拡大できません。

法改正後の（新）許可業種（法改正前の（旧）許可業種に対応するもの）の許可を申請し、取
得する必要があります。くわしくは、許可の有効期限満了の前に別途ご案内します。

その他 法改正前に受けた許可の有効期限までに行う登録内容の変更、廃業等の手続は、これまでのと
おり、法改正前の旧様式（市ホームページからダウンロード可）により届出してください。

２．新たに許可が必要となる業種を改正前（令和３年６月１日より前）に営んでいる方

いつ

届出業種に変更となりますが、改めて届出をする必要はありません。
（手続不要。自動的に令和３年６月１日に届出したものとみなします。）

令和３年６月１日から令和６年５月末までに

どのように 新たに許可が必要となる業種の許可を申請し、取得する必要があります。
食品衛生責任者の設置が必要となります。

厚生労働省の整備した『食品衛生申請等システム』を使って、オンライン手続（ただし、旧許可（旧様式）に関する手続を除く）
が可能となります。



飲食店営業 飲食店営業

喫茶店営業 調理の機能を有する自動販売機

菓子製造業（パン製造業を含む） 菓子製造業

あん類製造業

アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業

乳処理業 乳処理業

乳製品製造業 乳製品製造業

法改正前の（旧）許可業種 法改正後の（新）許可業種

食肉販売業 食肉販売業

食肉製品製造業食肉製品製造業

魚介類販売業

届出

容器包装に入った
もののみ販売

魚介類販売業

届出

容器包装に入った
もののみ販売

営業許可業種の見直し（抜粋）

再編 冷凍食品製造業食品の冷凍又は冷蔵業

新設 複合型冷凍食品製造業※届出

冷凍・冷蔵倉庫業

※HACCPに基づく
衛生管理の実施を前
提として、菓子・麺
類・水産製品（魚肉
練り製品を除く）の
冷凍品の製造、食肉
の処理に当たって追
加の許可不要

清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

食用油脂製造業 食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング製造業

みそ製造業
みそ又はしょうゆ製造業

醤油製造業

ソース類製造業

氷雪製造業

届出

密封包装食品製造業

届出
酒類製造業 酒類製造業

豆腐製造業 豆腐製造業

めん類製造業 麺類製造業

そうざい製造業

新設 複合型そうざい製造業※
※HACCPに基づく
衛生管理の実施を前
提として、菓子・麺
類・水産製品（魚肉
練り製品を除く）の
製造、食肉の処理に
当たって追加の許可
不要

そうざい製造業

缶詰又は瓶詰食品製造業

添加物製造業 添加物製造業

再編 密封包装食品製造業

届出
冷蔵流通するもの
はちみつ、酢

新設 食品の小分け業

新設 漬物製造業

新設 液卵製造業

新設 水産製品製造業魚肉ねり製品製造業

食肉処理業

乳類販売業 届出

食肉処理業

法改正後の（新）許可業種のなかには、上記のほかにも、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲を拡大する業種があります。
ただし、法改正前に受けた許可で有効期限まで営業する場合は、令和３年６月１日以降も、食品の取扱範囲は拡大できません。

例）(新）菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要

くわしくは、市ホームページ「食品衛生法改正について」をご覧ください。
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かけ間違いのないようにお願いします 


